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チャリティ寄附先団体
募集要項

１　公募目的
横浜マラソンにおけるチャリティ枠の充実を目指し、寄付先団体を幅広く募ること
により支援の輪を広げ、チャリティ文化の普及を目指します。

２　公募内容 
横浜マラソン2026では、４テーマについて大会として支援するため、寄付先団体を公募します。
チャリティ枠により集められた募金は、採択された寄付先団体に交付し、各公募
対象分野に活用していただきます。
【1】障害者スポーツの活動活性化・日常化を推進
　【2】未来を担う子どもの健康増進・小児医療環境の向上
【3】多様性を尊重し、性別に関わりなく、すべての人が活躍できる社会の実現
【4】緑や水資源など、豊かな自然環境の保全

３　応募資格 
上記４テーマのいずれかについて活動し、下記のすべての条件を満たす団体が応募
できます。
(1)　チャリティの趣旨に賛同し、横浜マラソン組織委員会と協力してチャリティ
文化の普及・啓発に主体的に取り組むことのできる団体であること。
(2)　法人格を有する非営利団体であること。
(3)　神奈川県内に拠点を持ち、活動実績が応募時点で3年以上の団体であること。
(4)　直近1年以上の決算書等をホームページ等公開していること。
(5)　寄附金控除に関する証明書を発行することができる団体であること。
※寄附金控除の適用可否および控除額については、税法等に基づき判断されるため、各寄附者が税務署等に確認するものとします。
(6)　団体名義の金融機関口座を持っていること。
(7)　当事務局との各種手続きについて、日本語で対応が可能であること。
(8)　応募時点における直近3年間に、法令違反、不正行為など、公益に反する事
実がないこと。（例：行政処分、労働訴訟など）
(9)　以下のいずれにも該当しない団体であること。
ア　個人的な活動や趣味的なサークルの団体
イ　政治活動や宗教活動を目的とする団体　
ウ　反社会的勢力と関係を持つ団体（取引先を含む）

４　応募期間 
2026年２月５日（木）から2026年２月19日（木）まで

５　応募方法（審査用書類）
横浜マラソン公式サイトから申込書、エントリーシートをダウンロードし、必要事
項を記入のうえ、横浜マラソン事務局にメールにて提出すること。
(1) 提出期限　2026年２月19日（木）17：00まで（必着）
(2) 提出方法  電子メール

６　応募にあたっての留意事項
(1) 応募に当たっては、横浜マラソンチャリティ枠４テーマの中から１つを選択すること。(※同一団体で複数のテーマへのお申し込みはできません)
(2) 申込書、エントリーシートは「エクセルファイル」と「PDFファイル」の両方を送付すること。
(3) [bookmark: _Hlk218880863]メール件名は下記のとおりとすること。
【エントリーシート提出】チャリティ寄付先団体の募集について
(4) メール本文に、「商号又は名称」、「連絡担当者所属」、「連絡担当者氏名」、「電話
番号」を明記すること。
(5) メール送信後、原則として電話により到達確認を行うこと。提出期限を過ぎた場合は受け付けない。

[bookmark: _Hlk218881117]７　提出書類の送付（団体確認書類）
[bookmark: _Hlk218881127](1)提出期限　2026年２月19日（木）17：00まで（必着）
(2)提出方法　下記の書類を郵送にて提出すること。 
ア　定款（規約、会則等）
イ　役員名簿
ウ　直近年度の事業報告書・決算書
エ　当該年度の事業計画書・予算書
オ　団体概要がわかる冊子
※ 上記以外にも資料の提出をお願いする場合があります。

８　提出先・問い合わせ先
横浜マラソン組織委員会事務局　チャリティ担当者宛
〒231-0015　横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル３階　
E-mail：service@yokohamamarathon.jp
TEL：０４５－６５１－０６６６ （平日午前10時～午後16時）

９　選考基準 
[bookmark: _Hlk218882698]【別紙】チャリティ寄附先団体選考評価基準のとおり

10　選考結果
選考結果については、結果に関わらず、2026年３月上旬に電子メールにて通知す
るとともに、決定団体名を横浜マラソン公式サイトに掲載します。

11　決定後の手続き 
横浜マラソン組織委員会と、寄附金の取り扱いに関する覚書を締結します。
チャリティ枠により集まった寄附金は、横浜マラソン事務局の口座から、手数料等
を差し引いた額を、寄付先団体に振り込みます。

12　寄付先団体にご協力いただきたいこと
下記の通り、団体の活動紹介やランナーとの交流を図ってください。
(1)　大会募集期（３～５月ごろ）の広報・PR
(2)　寄附者へのフォロー（お礼のご連絡、活動報告、寄附証明書の発行など）
(3)　横浜マラソンONLINE EXPOで掲載するページバナーの用意
　※内容は変更となる場合がございます。その場合には、可能な範囲でのご協力をお願
いいたします。

13　寄附金の使途・報告
寄附金については、各団体のホームページ等で情報公開するとともに、「寄附金活
用事業の事業報告書」及び「寄附金の使途報告書」等を提出していただきます。 

14　寄付先団体の取り消し
下のいずれかに該当する場合、寄付先団体の資格を取り消します。
(1)　「３　応募資格」を満たさなくなった場合
(2)　団体が活動を停止、又は解散する場合（その手続きに入った場合も含む）
(3)　法人格の認証が取り消されるなど非営利団体としての活動が困難な場合
(4)　その他組織委員会が取り消しの必要があると判断した場合

【寄付先団体の取り消しによる寄附金の取り扱いについて】
(1)　チャリティ枠による募金は、資格を取り消した寄付先団体には交付せず、当該
年度の他の団体に均等に配分します。
(2)　すでに寄付先団体に交付している寄附金については、全額、組織委員会に返金
することとし、当該年度の他の団体に均等に配分します。
(3)　横浜マラソン組織委員会は、取り消しによる事務処理に関する諸費用、寄附者
からの抗議による被害、風評被害その他の損害について、当該団体に損害賠償
請求できるものとします。
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